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寒川町営プール及び寒川町営さむかわテニスコートの指定管理者募集要項 

 

１ 指定管理者の募集について 

令和８年度より寒川町営プール条例及び寒川町営さむかわテニスコート条例に基づき、寒川町営プー

ル（以下、「プール」という。）及び寒川町営さむかわテニスコート（以下、「テニスコート」という。）

は、指定管理者による管理運営を行います。管理運営について、さらなる町民のスポーツの推進につな

げるため、指定管理者制度に基づき、広く様々な事業者から管理運営について創意工夫のある提案を募

集します。 

 

２ 施設の概要 

（1）設置目的（趣旨） 

寒川町営プール条例第2条では、この施設の設置目的を町民の体位の向上及び心身の健全な発達に寄与

するための施設として、寒川町営プールを設置することとしています。また、寒川町営さむかわテニス

コート条例第2条では、この施設の設置目的を町民の体位の向上及び心身の健全な発達に寄与するための

施設として、寒川町営さむかわテニスコートを設置することとしています。 

 

（2）施設の特徴 

 ア これらの施設は、町民の体位の向上及び心身の健全な発達に寄与するためのレジャー施設です。 

ただし、町または指定管理者が適当と認めた場合、その他の利用ができます。 

イ この施設の利用は有料ですが、利用者や利用内容により一部無料となります。  

（3）施設の概要 

  【プール】 

所在地 神奈川県高座郡寒川町宮山4007番地 

施設概要 敷地面積  ５，３４６．０９５㎡ 

延床面積  ７４５．０９㎡ 

構  造  管理棟 鉄筋コンクリート造地上1階、地下１階 

      ２５mプール、幼児プール ＦＲＰ 

スライダープール 鋼板 

建 築 年  昭和６０年（令和２年改修） 

施設内容  管理棟 

      ２５mプール（２５M×１５M 深さ０．８～１．０M） 

      幼児プール（変形 深さ０．４M） 

      スライダープール（変形 深さ０．７～０．８M） 

      多目的広場（４５．６M×２１．４M 人工芝） 

その他の付帯施設  器具庫、駐輪場 
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  【テニスコート】 

所在地 神奈川県高座郡寒川町宮山４０１４番地ほか 

施設概要 敷地面積  ３，８１２．７３㎡ 

構  造  砂入り人工芝コート４面 

建 築 年  令和５年 

施設内容  用具庫 鉄骨造地上１階 ６．４㎡ 

      夜間照明（LED） ６灯       

その他の付帯施設  駐輪場 

 

（4）開場期間及び開場時間等 

ア 開場期間 

プールは、７月１日から８月３１日まで、テニスコートは、１月４日から１２月２８日までが開

場期間です。ただし、指定管理者が、必要があると認め、事前に町の承認を得たときは、臨時に休

場または開場をすることができます。プールについて、寒川町が指定する日（概ね6月中旬から7月

初旬及び9月初旬から中旬まで）に関しては、学校授業として施設を使用します。 

 

イ 開場時間・利用時間 

   プールの開場時間は、午前９時から午後４時３０分までとします。テニスコートの開場時間は、

午前９時００分から午後９時００分までとします。ただし、指定管理者が、必要があると認め、事

前に町の承認を得たときは、開場時間を変更することができます。 

 

※参考：テニスコートの利用時間の区分 

午前９時～午前１１時 午後３時～午後５時 

午前１１時～午後 1時 午後５時～午後７時 

午後１時～午後３時 午後７時～午後９時 

 

  

 ウ 施設の保守管理時における開場期間及び開場時間の調整 

    施設の保守管理が行われる場合、指定管理者は前記ア及びイにかかわらず、町営プール及びテ

ニスコートの開場期間又は開場時間を適宜、調整することができます。 

 

（5）施設利用者及び収入状況 

【プール】 

年度 

利用区分 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

利用人数（人） ２３，７２１ ３４，３４３ ３０，８７８ 

収入（円）※1 ３，９６０，５００ ５，７４３，３００ ５，０２０，７００ 
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【テニスコート】 

年度 

利用区分 

令和４年度 

（8月8日閉鎖・旧料金） 

令和５年度 

（5月1日より開場） 

令和６年度 

（8月8日閉鎖） 

利用人数（人） ３，０１６ １０，９６１ １４，３７６ 

利用コマ数（コマ） ５９９ ２，３７７ ３，２５７ 

収入（円）※1 ４７５，２００ ３，５８１，９５０ ５，３４９，５５０ 

※1：利用料金のみの数値となります。自主事業等は入っていません 

※年間の土日祝のうち約30日（9時～17時）は、町テニス協会主催大会（優先予約・減免）があります。 

 （＝約460コマ）（R7年度実績） 

 

３ 管理にあたっての条件 

（1） 指定管理者が行う業務 

指定管理者は次の管理を行うこととします。詳細については「寒川町営プールの管理運営に関す

る指定管理者業務仕様書」、「寒川町営プールの管理運営に関する指定管理者管理運営の基準」、

「寒川町営さむかわテニスコートの管理運営に関する指定管理者業務仕様書」及び「寒川町営さ

むかわテニスコートの管理運営に関する指定管理者管理運営の基準」をご覧ください。 

 施設の運営に関する業務指定管理者による自主事業の実施業務 

 広報に関する業務 

 危機管理に関する業務 

 施設等の維持管理に関する業務 

 経営管理に関する業務 

 その他の業務 

 

（2） 管理に要する経費 

利用料金の設定 

 施設の利用にかかる料金は、指定管理者の収入とします。 

 条例に定める額の範囲内で、利用料金を設定していただきます。なお、設定にあたっては、

町長の事前の承認が必要です。 

 寒川町営プール条例及び寒川町営さむかわテニスコート条例第6条の規定により、入場料金

の免除の決定をすることができます。 

自主事業収入 

 自主事業を指定管理者が実施する場合は、利用者から適正な対価を得ることができるものと

します。その場合、必ず事前にその金額と根拠を町に明示し、承認を得てください。自主事

業にかかる収入及び経費は、収支計画書には反映させないでください。 

指定管理に係る経費 

 提案された事業計画書に記載された金額に基づき、指定管理料を協定書で定め、毎年度ごと

に予算の範囲内で支払います。指定管理料の精算は行いません。経費の不足分は指定管理者
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の負担とします。 

区分経理 

 経理は、指定管理業務にかかる経費と指定管理者が行う別事業にかかる経費とを区分して管

理するものとし、口座についても別口座を設ける等により区分して管理するものとします。 

備品について 

 別表３の備品を管理してください。 

事務用機器等について 

 事務用機器等（事務用パソコン、複写機、印刷機、連絡用車両）は、指定管理者で準備して

ください。 

指定管理料の支払い 

 会計年度（４月１日から翌年３月３１日まで）ごとに指定管理料を決定し、その指定管理料

を協定書で定める方法により支払います。 

保険加入 

 指定管理者の費用負担により、利用者等を保険金請求者とする施設賠償責任保険に加入する

こととします。なお、賠償内容及びてん補限度額は次のとおりとします。 

 

補償内容 てん補限度額 

対人賠償１人につき １億円以上 

対人賠償１事故につき ５億円以上 

対物賠償１事故につき ５百万円以上 

 

（3） 指定期間 

令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間です。ただし、指定管理者としての欠格

事項が発生したときには、期間の途中においても指定を取り消すことがあります。 

 

（4） 町の施策等への理解及び協力について 

指定管理者は、公の施設に関する業務を町に代わって行うものです。従って、町の施策について

は、指定管理者においても町と同様の行動が求められ、町の施策を十分理解した上で、施設の維

持管理及び各種事業を実施するものとします。また、町の施策を進めていく上で、町から協力を

求められた際は、誠意をもって協力するものとします。 

 

（5） 関係法令等の遵守 

指定管理者は、仕様書に定めるもののほか、プール及びテニスコートを管理運営するために必要

な関係法令等を遵守してください。また、障がいのある方への「合理的配慮の提供」が義務化さ

れたため、障がい者への合理的配慮の提供に留意すること。加えて「障害者の雇用の促進等に関

する法律」により、新たに発生する雇用については、障がい者雇用の促進に努めること。消費税

のインボイス制度 （適格請求書等保存方式）における適格請求書発行事業者の登録団体である

ことを要件とします。 
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（6） 条例に基づく事務の取扱 

「個人情報の保護に関する法律及びその他関係法令」、「寒川町情報公開条例」に基づいて事務

を行ってください。 

 

（7） 守秘義務 

業務上知り得た内容を第三者に漏らしたり、自己の利益のために使用することはできません。指

定管理者でなくなった後も同様とします。 

 

（8） 財務諸表等の町への提出 

指定管理者は、財務諸表等を町の指示に従い、提出していただきます。また、当該財務諸表等に

ついて、町より疑義を受け付けた際は誠実に対応しなければなりません。 

 

４ 指定管理業務の継続が困難になった場合における措置に関する事項 

  指定管理者は、指定管理の業務が困難になった場合、又はそのおそれが生じた場合は、速やかに町

に報告しなければなりません。その際は町の指示に従い、次の管理方針が決定するまでの間は、業務

を継続するよう努めなければなりません。 

 

（1） 指定管理者の責に帰す事由による場合 

指定管理者の責に帰すべき事由により適正な施設管理が困難になった場合、又はそのおそれがあ

ると認められる場合は、町は指定管理者に対して改善勧告を行い、期間を定めて改善策の提出及

び実施を求めることができます。この場合において、指定管理者が当該期間以内に改善すること

ができなかったときには、町は指定管理者の指定を期間の途中でも取り消すことができます。ま

た、指定管理者が町の指示に従わないときや指定管理者の財務状況が著しく悪化するなど指定管

理業務の継続が困難と認められる場合は、町は指定管理者の指定を期間の途中でも取り消すこと

ができます。その際においても、次の管理方針が決定するまでの間は、業務を継続するよう努め

なければなりません。町や指定管理者の責に帰すことができない事由による場合。 

（2） 町及び指定管理者の双方ともに責に帰することができない事由により指定管理業務の継続が困

難となった場合は、町と指定管理者が指定管理業務の継続の可否について協議することとします。 

（3） 施設の故障等により業務の継続が困難になった場合 

施設の故障等により業務の継続が困難になった場合は、指定期間の満了前に指定の解除を行うこ

とがあります。 

（4） 賠償の責 

（1）の理由により指定管理者の指定が取り消され、町に指定管理者の債務不履行が生じた場合

には、指定管理者は賠償の責を負うこととなります。自然災害や（3）の理由により業務の継続

が困難になった場合の休業補償はいたしません。 
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５ 指定管理料 

 指定管理料の金額は、収支計画書に提示のあった金額をもとに、指定期間中、毎年度、町と指定 

管理者が協議し、予算の範囲内で定めるものとします。なお、収支計画書は次の金額を上限として

作成してください。原則としてこの金額を超える場合は選定しません。 

 

２５５，０３５，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

   

※１ 消費税引き上げ等における指定管理料の見直しについては、国の動向を踏まえ協議します。 

※２ 指定管理料の支払いについては、指定管理者の請求に基づき分割して支払うこととし、詳しい 

支払時期や方法等は協定書で定めます。 

※３ 昨今の人件費や物価上昇を踏まえて、毎年度末に指定管理料 の精算を行います。 年度ごとの指

定管理料計画額のうち、対象経費（人件費・光熱 水費）の上昇分について、各指標における上昇

率と実績額を比較し、指標の上昇率を上限として、その差額分を町が補填します。 

 

６ リスク分担 

町と指定管理者の業務のリスク分担については、別表１「リスク分担表」のとおりとします。 

 

７ 申請資格 

（1） 申請をすることができる者は、プール及びテニスコートの設置目的に沿った事業を行う能力を有

する法人、その他の団体（以下「法人等」という。）であり、かつ、引き続き２年以上事業を営

んでいる法人等とします。個人での申請は受け付けません。次のいずれかの事項に該当する法人

等は、申請することができません。 

 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当するもの 

 会社更生法、民事再生法に基づき更正又は再生手続をしているもの 

 町から指名停止を受けているもの 

 市町村税、国税を滞納している法人等 

 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。）

が役員となっている団体や当該団体の事業活動を支配しているもの 

（2） 複数の法人等（以下「共同企業体」という。）で申請する場合には、次の事項に留意してくださ

い。 

 代表団体を選出し、町との連絡調整については代表団体が行ってください。この場合、共同

企業体を構成する団体間の取決事項や責任割合等を明記した書類を、提出書類等とあわせて

提出してください。 

 共同企業体には適当な名称をつけ、その名称で申請してください。 

 共同企業体の構成団体は、他のグループの構成団体となることや単独で申請を行うことはで

きません。さらに、構成団体のいずれかが上記にある法人等の欠格要件に該当する場合は、

指定を受けることができません。 

 申請に係る経費については、すべて申請者の負担とします。 

 申請後から指定管理者の指定の議決を経るまでの間に、指定管理者の指定の申請について辞
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退する場合は、書面（様式は任意）により届け出てください。 

（3） 次のいずれかに該当する場合は失格とします。 

 指定管理者指定申請書等が提出期限を過ぎて提出された場合 

 提出書類に虚偽の記載があった場合 

 会社更生法等の適用を申請する等、契約の履行が困難と認められるに至った場合 

 審査の公平性を害する行為があった場合 

 本募集要項の申請資格を満たしていない場合 

 

 

８ 手続等 

（1） 要項等の配付 

配付期間 令和７年８月２５日（月）から令和７年９月１０日（水） 

配付方法 町スポーツ課ホームページからダウンロードできます。 

（2） 現地見学会 

 ご希望する事業者のみ、現地見学会を行います。（説明会は実施いたしません。） 

 プール及びテニスコート現地見学会 

日  時   令和７年９月４日（木）午後３時００分から 

申込方法   令和７年９月１日午前９時から９月３日（金）午後４時までに電子メール

（sports@town.samukawa.kanagawa.jp）により、法人等の名称及び参加希望人数（１団体

４名まで）を明記の上お申し込みください。  

※集合場所等、詳細については、申込後ご案内いたします。 

（3）質問の受付、回答 

 本件に対して質問がある場合には、「質問票（様式 1）」を提出してください。 

 受付期間 令和７年９月４日（木）午前８時３０分から９月５日（金）正午まで 

 提出方法 質問票に必要事項を記入し、添付ファイルとしてスポーツ課あてに電子メール

（sports@town.samukawa.kanagawa.jp）で提出してください。メールの標題は「指定管理

者に関する質問（事業者名）」としてください。 

 回  答 質問に対する回答は、令和７年９月１０日（水）に、町ホームページ上で公

開します。なお、回答にお時間を要す質問がある場合には、回答日までにご回答できない

場合もございます。 

 

９ 申請書等の提出 

申請にあたっては、次のとおり指定管理者募集に関する書類を提出してください。 

（1） 受付期間 令和７年９月１２日（金）午前８時３０分から同日午後５時まで 

（2） 提出方法 スポーツ課（別館 2階）に持参してください。 

（3） 提出書類指定管理者指定申請書（様式 2）  

mailto:sports@town.samukawa
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複数の法人等で申請する場合は、構成団体一覧表（代表団体及び各団体の役割を明示したもの。

また、各団体間で取り交わした協定書等があればその写し。）を添付してください。 

（4） 法人等の概要（任意様式） 法人等の組織図、代表者・役員等の構成、設立年月日、資本金等 

（5） 業務実績書（任意様式） 法人等が行っている主要な事業概要、経歴、実績等 

（6） 収支決算書（任意様式） 

直近２年度の財務諸表等（公益法人会計基準に準拠した決算書類また、経営規模等評価（経営

事項審査の結果があれば、併せて提出すること。 

（7） 定款、寄付行為、規約その他これらに類する書類 

法人にあっては当該法人の登記簿謄本又は全部事項証明（申請日前３ヶ月以内に取得したもの） 

法人でない団体にあっては、規約及び役員の氏名や略歴（任意様式） 

（8） 団体の役員の氏名及び略歴を記載した書類 

直近過去２年度の国税（法人税・消費税・地方消費税）の納税証明書（その 1 及びその３の３）

及び市町村税（市町村民税（法人市町村民税）・固定資産税・軽自動車税）の納税証明書 

（9） 暴力団又は暴力団員等との関係していない旨の誓約書（様式３） 

（10） プール及びテニスコートの管理運営に係る事業計画書(任意様式) 

以下の項目について、プール及びテニスコートの設置目的を効果的に達成し、しかも効率的に

運営できることがわかる内容として提案してください。 

        ・指定管理者業務を行うにあたっての基本方針（指定管理を申請する理由） 

    ・サービス等を向上させるための方策 

    ・団体独自の提案事業等 

    ・利用者満足度・利用者ニーズの把握とその反映方法 

    ・施設・整備等の維持管理計画 

    ・自主事業実施計画 

・管理運営執行体制（正社員・パート等雇用形態がわかるように記載） 

・雇用及び労働条件 

    ・人材育成（研修）計画 

    ・プール及びテニスコートの管理運営に係る収支予算案 

        ・指定期間５年間の計画（利用人数予測や収支計画） 

    ・利用料金に対する考え方 

    ・個人情報の取扱い及び情報公開についての基本方針 

    ・危機管理に対する方針、方策 

    ・環境への配慮 

    ・業務の再委託（指定管理者の業務の一部を再委託する場合、その業務、予算額及び受託予定 

団体の概要） 

※１ 作成にあたっては、「町営プールに関する指定管理者業務仕様書」、「町営さむかわ

テニスコートに関する指定管理者業務仕様書」、「寒川町営プールの管理運営に関する

指定管理者管理運営の基準」及び「寒川町営さむかわテニスコートの管理運営に関する

指定管理者管理運営の基準」を参照してください。 
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※２ 複数の法人等で応募する場合は、構成する他の法人等についても（4）～(10)の資料

が必要となります。 

※３ 別表２「審査基準」を参照し、審査に必要な事項を必ず盛り込んでください。 

※４ 応募様式は、町ホームページからダウンロードできます。不足する事項については任 

意の様式で作成してください。 

（11） 提出部数 正本１部及び正本の写し１５部 

（12） 申請内容の変更の禁止 

提出された書類は、軽微な修正を除き、内容の変更をすることはできません。 

（13） 提出書類等の取り扱い 提出書類等は返却いたしません。 

 

１０ 指定管理者の審査選定 

指定管理の選定にあたっては、「寒川町指定管理者選定委員会」（以下「選定委員会」という。）に

おいて選考します。 

（1） 書類審査 

申請団体数が４を超えた場合は、事業計画書等の内容を書類審査し、上位４団体を選定します。

選定結果は、申請団体に通知します。 

（2） プレゼンテーションの実施 

申請団体は、提出された提案内容に基づき、選定委員会においてプレゼンテーションを行って

いただきます。申請団体は、必ずプレゼンテーションに参加してください。不参加の場合は申

請を辞退したものとみなします。 

 日時：令和７年９月２６日（金曜日）、９月３０日（火曜日）及び１０月３日（金曜日）

のいずれかを予定しています。 

 会場・時間：プレゼンテーション対象者に別途通知します。 

 出席者：１団体４名以内とし、選定後、プール・テニスコートの施設責任者及び専従予定

者となる方は必ず出席してください。 

 発表時間等：２０分程度のプレゼンの後、事業計画書の内容等に関する質疑応答を行いま

す。 

 プレゼンテーションの発表順は、申請書の受付順です。発表の際に機器を使用される場合

は、プロジェクターとスクリーンは町で用意しますので、事前に申し出てください。その

他の機器については申請団体で用意してください。 

 

１１ 審査基準 

選定委員会における審査基準は、別表２「審査基準」のとおりです。 
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１２ 審査結果の通知、公表 

審査の結果はプレゼンテーション実施後、速やかに申請団体に文書で通知します。また、町のホー 

ムページ上でも公表します。なお、ホームページ等での公表にあたっては、審査結果の順位第１位及 

び第２位の候補者については、法人等の名称を公表しますので、ご承知おきください。 

 

１３ 指定管理者指定までの流れと指定後の手続 

（1） 指定管理者候補者の選定 

指定管理者候補者は、審査結果により、順位第１位、第２位を決定し、第１位順位者を指定管

理者候補者とします。協議により順位第１位の者が指定の合意に達しない場合、あるいは、指

定後に取消し又は辞退となった場合、第２位順位者と協議を行い、候補者として決定します。 

（2） 指定管理者の指定 

指定管理者候補者は、寒川町議会の議決を経て指定管理者として指定します。 

（3） 協定の締結 

業務内容に関する細目的事項、指定管理料に関する事項、管理の基準に関する細目的事項等に

ついて、指定管理者と町の間で協議の上、協定を締結します。 

（4） その他 

指定管理者が協定の締結までに次に掲げる事項に該当するときは、その指定を取消し、協定を

締結しないときがあります。なお、その際、指定管理の準備のために支出した費用については、

町は一切補償しません。 

ア 指定管理者の経営状況の急激な悪化等により、事業の履行が確実でないと認められるとき。 

イ 著しく社会的な信用を損なうなどにより、指定管理者としてふさわしくないと認められる 

とき。 

ウ 正当な理由なくして協定の締結に応じないとき。 

エ 指定管理者の指定について、町議会の議決が得られなかったとき。 

 

１４ 指定管理期間終了及び指定の取消しに伴う引継ぎについて 

指定期間の終了若しくは指定の取消しにより、次期指定管理者に業務を引き継ぐ場合は、円滑

かつ支障なく指定管理業務を遂行できるように引き継ぎを行うものとします。なお、電話番号

等前指定管理者が契約を行っているもののなかで、新指定管理者へ引継ぎを行う事に高い合理

性が認められるものについては、町もしくは新指定管理者が望む場合、引継ぎを行ってくださ

い。 

 

１５ その他の留意事項 

（1） 本件に関する情報公開請求があった場合は、寒川町情報公開条例に基づき処理します。 

（2） 申請団体が提出した書類に著作物が含まれる場合は、その著作権は申請団体に帰属します。た
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だし、町が本件の報告、公表のために必要な場合は、提出書類の内容を無償で使用できるもの

とします。 

（3） 複数の法人等で申請する場合、代表団体及び構成団体の変更は認めません。ただし、構成団体

の倒産、解散等の特殊な事情が認められ、審査の公平性及び業務遂行上支障がないと町が判断

した場合は、変更を可能とすることもあります。変更が生じた際には、速やかにご連絡くださ

い。 

（4） 申請を取り下げる場合は、その旨を記載した申請辞退届を、代表者の名前で作成し、速やかに

ご提出ください。様式は問いません。 

  

１６ スケジュール 

 公募から指定までの主なスケジュールは次のとおりです。 

 

項目 日時、期限 

募集要項等の配布開始 令和 7年 8月 25 日(月曜日) 

現地見学会（希望企業のみ・要申込） 令和 7年 9月 4日(木曜日) 

注意:施設によって開催時間が異なります。 

質問事項受付期間（メールにて受付） 令和 7年 9月 4日(木曜日) 

午前 8時 30 分から 

令和 7年 9月 5日(金曜日) 

正午まで 

質問事項に関する回答（ホームページで公開） 令和 7年 9月 10 日(水曜日) 

申請書等の提出期間（スポーツ課へ直接） 令和 7年 9月 12 日(金曜日) 

午前 8時 30 分から同日午後 5時まで 

選定委員会（プレゼンテーションの実施） 令和 7年 9月 26 日（金曜日）、9月 30 日（火曜日）

及び 10 月 3 日（金曜日）のいずれか 

議会定例会（指定管理者の議決） 令和 7年 12 月頃 

指定管理者の指定（告示） 令和 7年 12 月頃 

現指定管理者との引継ぎ 令和 8年 2月から 

協定書の締結及び新指定管理者による管理運営の開始 令和 8年 4月 1日 

 

 

１７ 問い合わせ先 

寒川町町民部スポーツ課スポーツ施設担当 

所在地： 〒２５３－０１９６ 神奈川県高座郡寒川町宮山１６５ 

ＴＥＬ： ０４６７－７４－１１１１ 内線７４２ 

ＦＡＸ： ０４６７－７４－２８３３ 
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メールアドレス：  sports@town.samukawa.kanagawa.jp 

ホームページ：  http://www.town.samukawa.kanagawa.jp/ 

http://www.town.samukawa.kanagawa.jp/

